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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

５４

告

示

○
東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
納

委
託
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）…
一

○
保
育
士
登
録
手
数
料
等
の
収
納
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
保
育
支
援
課
）…
一

○
介
護
支
援
専
門
員
登
録
申
請
手
数
料
等
の
徴
収
委
託
…
…

…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
高
齢
者
施
策
推
進
部
介
護
保
険
課
）…
二

○
介
護
支
援
専
門
員
再
研
修
受
講
料
の
徴
収
委
託
…
…
…（
同
）…
二

○
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
受
講
料
の
徴
収
委
託
…
…（
同
）…
二

○
主
任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修
受
講
料
の
徴
収
委
託

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
の
使
用
料
の
徴
収
委
託
…
…

…
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
二

○
東
京
都
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
の
使
用
料
の
徴
収
委
託

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
東
村
山
福
祉
園
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委

託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
八
王
子
福
祉
園
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委

託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
千
葉
福
祉
園
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手
数
料

の
徴
収
委
託
…
…
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
療
育
課
）…
四

○
東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
の
使
用
料
及

び
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
北
分
園
の
使
用
料
及

び
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
東
京
都
立
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の

徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
東
京
都
立
東
大
和
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手
数
料

の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
東
京
都
立
東
部
療
育
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の

徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
東
京
都
立
中
部
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
精
神
保
健
医
療
課
）…
五

○
東
京
都
立
多
摩
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料

及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
に
よ
る
使
用
料

及
び
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
政
策
課
）…
六

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

○
東
京
都
多
摩
府
中
保
健
所
に
お
け
る
使
用
料
及
び
手
数
料

の
収
納
委
託
…
…（
保
健
医
療
局
多
摩
府
中
保
健
所
管
理
課
）…
六

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

弁
護
士
法
人
ブ
レ
イ
ン
ハ
ー
ト
法
律
事
務
所

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

新
国
際
ビ
ル
四
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
又

は
歳
出
の
内
容

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
貸
付
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
六
十
六
号
）
に
規
定
す
る
東
京
都
母
子
及
び
父

子
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会

千
代
田
区
麴
町
一
丁
目
六
番
地
二

麹
町
一
丁
目
ビ
ル
六
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
福
祉
局
関
係
手
数
料
条
例
（
令
和
五
年
東
京
都
条
例
第

六
十
七
号
）
別
表
三
の
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
手
数
料
、
保

育
士
登
録
証
書
換
交
付
手
数
料
及
び
保
育
士
登
録
証
再
交
付
手
数

料
の
収
納
の
事
務

三

指
定
日



令和8年4月1日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 54） ２

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
七
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
福
祉
局
関
係
手
数
料
条
例
（
令
和
五
年
東
京
都
条
例
第

六
十
七
号
）
別
表
二
の
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
登
録
申

請
手
数
料
、
介
護
支
援
専
門
員
証
交
付
手
数
料
、
介
護
支
援
専
門

員
証
有
効
期
間
更
新
手
数
料
、
介
護
支
援
専
門
員
証
書
換
交
付
手

数
料
及
び
介
護
支
援
専
門
員
証
再
交
付
手
数
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
七
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
福
祉
局
関
係
手
数
料
条
例
（
令
和
五
年
東
京
都
条
例
第

六
十
七
号
）
別
表
二
の
項
タ
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
再
研

修
受
講
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
京
都
介
護
支
援
専
門
員
研
究
協
議
会

千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
九
番
三
号

十
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
福
祉
局
関
係
手
数
料
条
例
（
令
和
五
年
東
京
都
条
例
第

六
十
七
号
）
別
表
二
の
項
レ
に
規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員

研
修
受
講
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
京
都
介
護
支
援
専
門
員
研
究
協
議
会

千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
九
番
三
号

十
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
福
祉
局
関
係
手
数
料
条
例
（
令
和
五
年
東
京
都
条
例
第

六
十
七
号
）
別
表
二
の
項
ソ
に
規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員

更
新
研
修
受
講
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
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三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
七
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年

東
京
都
条
例
第
五
十
二
号
）
別
表
に
規
定
す
る
東
京
都
障
害
者
支

援
施
設
等
に
お
い
て
徴
収
す
る
同
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健
財
団

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
七
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第

三
十
九
号
）
別
表
に
規
定
す
る
東
京
都
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

に
お
い
て
徴
収
す
る
同
条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定

す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
東
京
都
社
会
福
祉
事
業
団

新
宿
区
大
久
保
三
丁
目
十
番
一－

二
〇
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第

三
十
九
号
）
別
表
に
規
定
す
る
東
京
都
東
村
山
福
祉
園
に
お
い
て

診
療
を
受
け
る
者
か
ら
徴
収
す
る
同
条
例
第
四
条
第
三
項
か
ら
第

五
項
ま
で
に
規
定
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
東
京
都
社
会
福
祉
事
業
団

新
宿
区
大
久
保
三
丁
目
十
番
一－

二
〇
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年

東
京
都
条
例
第
五
十
二
号
）
別
表
に
規
定
す
る
東
京
都
八
王
子
福

祉
園
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
者
か
ら
徴
収
す
る
同
条
例
第
六
条

第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
、
第
三
項
並
び
に
第
四
項
に
規
定

す
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
東
京
都
社
会
福
祉
事
業
団

新
宿
区
大
久
保
三
丁
目
十
番
一－

二
〇
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年

東
京
都
条
例
第
五
十
二
号
）
別
表
に
規
定
す
る
東
京
都
千
葉
福
祉

園
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
者
か
ら
徴
収
す
る
同
条
例
第
六
条
第

一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
、
第
三
項
並
び
に
第
四
項
に
規
定
す

る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
四
丁
目
六
番
地

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
条

例
第
三
十
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
北
療
育
医

療
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料

の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
セ
ノ
ン

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
条

例
第
三
十
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
北
療
育
医

療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及

び
手
数
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
セ
ノ
ン

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
条

例
第
三
十
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
北
療
育
医

療
セ
ン
タ
ー
城
北
分
園
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及

び
手
数
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館
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千
代
田
区
神
田
駿
河
台
四
丁
目
六
番
地

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
条
例

第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
府
中
療
育

セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の

徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
全
国
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
を
守
る
会

世
田
谷
区
三
宿
二
丁
目
三
十
番
九
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
条
例

第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
東
大
和
療

育
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料

の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
全
国
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
を
守
る
会

世
田
谷
区
三
宿
二
丁
目
三
十
番
九
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
条
例

第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
東
部
療
育

セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の

徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
セ
ノ
ン

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号
新
宿
三
井
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
東
京
都
立
精
神

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
条
例
第
二
十
七

号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
中
部
総
合
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及
び
手
数

料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
セ
ラ
ム

愛
知
県
名
古
屋
市
北
区
大
曽
根
一
丁
目
二
十
六
番
二
十
三
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容
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東
京
都
立
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
東
京
都
立
精
神

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
条
例
第
二
十
七

号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
東
京
都
立
多
摩
総
合
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
使
用
料
及
び
手
数

料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
社
団
法
人
東
京
都
医
師
会

千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二
丁
目
五
番
地

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都

条
例
第
五
十
三
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の

徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京

都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
事
業
の
受
託
者

ス
ル
ガ
カ
ー
ド
株
式
会
社

中
央
区
日
本
橋
室
町
一
丁
目
七
番
一
号

㈡

ｉ
Ｄ
及
び
交
通
系
電
子
マ
ネ
ー
決
済
事
業
の
受
託
者

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

江
東
区
豊
洲
二
丁
目
二
番
三
十
一
号

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都

条
例
第
五
十
三
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院
に
お
け
る
使
用
料
及
び
手
数
料
で
あ
っ
て
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
並
び
に
ｉ
Ｄ
及
び
交
通
系
電
子
マ
ネ
ー
決
済
に

よ
る
も
の

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
九
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

株
式
会
社
ケ
イ
・
エ
ス

所
在
地

立
川
市
柏
町
二
丁
目
五
十
番
地
の
四

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容保

健
所
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
東
京
都
条

例
第
百
二
十
八
号
）
別
表
に
規
定
す
る
東
京
都
多
摩
府
中
保
健
所

を
利
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
調
理
師
免
許
手
数
料
等
の
収
納
の

事
務
（
手
数
料
等
は
別
表
の
と
お
り
）

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日
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